
東京都肝臓専門医療機関の定期報告について

資料３

31



東京都肝臓専門医療機関の定期報告について（案）

都では、東京都肝臓専門医療機関の指定要件の確認のため、「東京都肝臓専門

医療機関指定要領」（平成１９年７月１０日付１９福保保疾第６０５号）第５に

基づき、肝臓専門医療機関の管理者から報告を求めている。

今後、更なる肝疾患の医療水準の向上及び肝臓専門医療機関とかかりつけ医

を含む地域の医療機関との連携強化を図るため、以下のとおり、肝臓専門医療

機関の定期報告の変更を行う。

（１）変更内容（案）

①定期報告の実施時期について

これまで「２年に１回」実施している定期報告を、「毎年」に変更し、肝

臓専門医及び指導医の在籍状況等、肝臓専門医療機関の要件を確認する。

②Ｃ型肝炎地域連携パスの登録数の記載

都内に所在する肝臓専門医療機関の定期報告様式において、Ｃ型地域連

携パスの過去１年間の登録数を記載する欄を新たに設ける。

（２）実施時期

   令和２年度の定期報告から実施

（３）様式（案）

別紙のとおり
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